
議

案

第

六

号

杉

並

区

私

道

の

整

備

等

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

右

の

議

案

を

提

出

す

る

。

平

成

二

十

年

二

月

十

六

日

提

出

者

杉

並

区

長

山

田

宏

杉

並

区

私

道

の

整

備

等

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

杉

並

区

私

道

の

整

備

等

に

関

す

る

条

例

（

昭

和

五

十

七

年

杉

並

区

条

例

第

六

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

第

二

条

第

二

号

中

「

（

昭

和

三

十

三

年

法

律

第

七

十

九

号

。

以

下

「

法

」

と

い

う

。

）

」

を

削

り

、

同

号

を

同

条

第

三

号

と

し

、

同

条

第

一

号

の

次

に

次

の

一

号

を

加

え

る

。

二

私

道

の

整

備

私

道

に

係

る

次

に

掲

げ

る

整

備

を

い

う

。

ア

簡

易

な

舗

装

又

は

側

溝

の

新

設

工

事

又

は

改

修

工

事

イ

下

水

道

法

（

昭

和

三

十

三

年

法

律

第

七

十

九

号

）

に

基

づ

く

私

道

の

排

水

設

備

の

工

事

が

行

わ

れ

た

後

の

路

面

の

復

旧

工

事

ウ

簡

易

な

舗

装

又

は

側

溝

の

補

修

工

事

エ

雨

水

ま

す

の

清

掃

第

三

条

及

び

第

四

条

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。

（

私

道

の

整

備

に

係

る

助

成

）



第

三

条

区

は

、

私

道

の

整

備

（

前

条

第

二

号

ア

及

び

イ

に

規

定

す

る

整

備

に

限

る

。

次

項

に

お

い

て

同

じ

。

）

を

行

う

者

に

対

し

、

そ

の

申

請

に

基

づ

き

、

次

に

掲

げ

る

要

件

を

満

た

す

場

合

に

は

、

予

算

の

範

囲

内

で

、

規

則

の

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

り

助

成

金

を

交

付

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

一

私

道

の

幅

員

が

一

・

二

メ

ー

ト

ル

以

上

で

あ

る

こ

と

。

二

私

道

の

両

端

又

は

一

端

が

公

道

、

認

定

外

道

路

又

は

私

道

の

う

ち

規

則

で

定

め

る

も

の

と

接

続

す

る

も

の

で

あ

る

こ

と

。

三

前

二

号

に

掲

げ

る

も

の

の

ほ

か

、

規

則

で

定

め

る

要

件

を

備

え

る

も

の

で

あ

る

こ

と

。

２

前

項

の

規

定

に

よ

る

も

の

の

ほ

か

、

区

長

が

公

益

上

必

要

が

あ

る

と

認

め

た

と

き

は

、

私

道

の

整

備

に

係

る

助

成

金

を

交

付

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

第

四

条

区

は

、

私

道

の

整

備

（

第

二

条

第

二

号

ウ

及

び

エ

に

規

定

す

る

整

備

に

限

る

。

次

項

に

お

い

て

同

じ

。

）

を

受

け

よ

う

と

す

る

者

の

申

請

に

基

づ

き

、

前

条

第

一

項

各

号

に

掲

げ

る

要

件

（

第

二

条

第

二

号

エ

に

規

定

す

る

整

備

に

あ

つ

て

は

、

同

項

第

一

号

及

び

第

二

号

に

掲

げ

る

要

件

）

を

満

た

す

場

合

に

は

、

予

算

の

範

囲

内

で

、

整

備

を

行

い

、

そ

の

整

備

に

要

し

た

費

用

の

全

額

を

負

担

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

２

前

項

の

規

定

に

よ

る

も

の

の

ほ

か

、

区

長

が

公

益

上

必

要

が

あ

る

と

認

め

た

と

き

は

、

私

道

の

整

備

を

行

い

、

そ

の

整

備

に

要

し

た

費

用

の

全

額

を

負

担

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

第

五

条

を

削

る

。

第

六

条

第

一

項

中

「

次

の

各

号

に

」

を

「

次

に

」

に

改

め

、

同

項

第

三

号

中

「

く

み

取

り

便

所

等

」

を

「

く

み

取

便

所

等

」

に

改

め

、

同

条

を

第

五

条

と

す

る

。



第

七

条

の

見

出

し

中

「

整

備

費

等

」

を

「

助

成

金

等

」

に

改

め

、

同

条

中

「

第

五

条

の

整

備

又

は

前

条

の

助

成

金

」

を

「

第

三

条

若

し

く

は

前

条

の

助

成

金

又

は

第

四

条

の

私

道

の

整

備

」

に

、

「

当

該

整

備

」

を

「

当

該

助

成

金

又

は

当

該

私

道

の

整

備

」

に

改

め

、

「

若

し

く

は

当

該

助

成

金

」

を

削

り

、

同

条

を

第

六

条

と

し

、

第

八

条

を

第

七

条

と

す

る

。

附

則

１

こ

の

条

例

は

、

平

成

二

十

年

十

月

一

日

（

以

下

「

施

行

日

」

と

い

う

。

）

か

ら

施

行

す

る

。

た

だ

し

、

第

六

条

第

一

項

の

改

正

規

定

（

同

条

を

第

五

条

と

す

る

部

分

を

除

く

。

）

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。

２

こ

の

条

例

に

よ

る

改

正

後

の

杉

並

区

私

道

の

整

備

等

に

関

す

る

条

例

の

規

定

は

、

施

行

日

以

後

に

行

わ

れ

た

整

備

の

申

請

に

つ

い

て

適

用

し

、

施

行

日

前

に

行

わ

れ

た

整

備

の

申

請

に

つ

い

て

は

、

な

お

従

前

の

例

に

よ

る

。

（

提

案

理

由

）

私

道

の

整

備

の

助

成

方

法

を

改

め

る

等

の

必

要

が

あ

る

。
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杉

並

区

私

道

の

整

備

等

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

新

旧

対

照

表

新

条

例

旧

条

例

（

定

義

）

（

定

義

）

第

二

条

こ

の

条

例

に

お

い

て

、

次

の

各

号

に

掲

げ

第

二

条

こ

の

条

例

に

お

い

て

、

次

の

各

号

に

掲

げ

る

用

語

の

意

義

は

、

そ

れ

ぞ

れ

当

該

各

号

に

定

め

る

用

語

の

意

義

は

、

そ

れ

ぞ

れ

当

該

各

号

に

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

る

。

る

と

こ

ろ

に

よ

る

。

一

略

一

略

二

私

道

の

整

備

私

道

に

係

る

次

に

掲

げ

る

整

備

を

い

う

。

ア

簡

易

な

舗

装

又

は

側

溝

の

新

設

工

事

又

は

改

修

工

事

イ

下

水

道

法

（

昭

和

三

十

三

年

法

律

第

七

十

九

号

）

に

基

づ

く

私

道

の

排

水

設

備

の

工

事

が

行

わ

れ

た

後

の

路

面

の

復

旧

工

事

ウ

簡

易

な

舗

装

又

は

側

溝

の

補

修

工

事

エ

雨

水

ま

す

の

清

掃

三

私

道

の

排

水

設

備

下

水

道

法

二

私

道

の

排

水

設

備

下

水

道

法

（

昭

和

三

十

資 料
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三

年

法

律

第

七

十

九

号

。

以

下

「

法

」

と

い

第

二

条

第

八

号

に

規

定

す

る

処

理

区

域

う

。

）

第

二

条

第

八

号

に

規

定

す

る

処

理

区

域

内

の

私

道

に

、

下

水

を

排

除

す

る

た

め

に

設

け

内

の

私

道

に

、

下

水

を

排

除

す

る

た

め

に

設

け

ら

れ

る

施

設

を

い

う

。

ら

れ

る

施

設

を

い

う

。

（

私

道

の

整

備

に

係

る

助

成

）

（

整

備

の

種

類

）

第

三

条

区

は

、

私

道

の

整

備

（

前

条

第

二

号

ア

及

第

三

条

整

備

の

種

類

は

、

次

の

と

お

り

と

す

る

。

び

イ

に

規

定

す

る

整

備

に

限

る

。

次

項

に

お

い

て

一

簡

易

な

舗

装

若

し

く

は

側

溝

の

新

設

工

事

、

同

じ

。

）

を

行

う

者

に

対

し

、

そ

の

申

請

に

基

づ

改

修

工

事

又

は

補

修

工

事

き

、

次

に

掲

げ

る

要

件

を

満

た

す

場

合

に

は

、

予

二

雨

水

ま

す

の

清

掃

算

の

範

囲

内

で

、

規

則

の

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

り

三

法

に

基

づ

く

私

道

の

排

水

設

備

の

工

事

が

行

助

成

金

を

交

付

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

わ

れ

た

後

の

路

面

の

復

旧

工

事

一

私

道

の

幅

員

が

一

・

二

メ

ー

ト

ル

以

上

で

あ

る

こ

と

。

二

私

道

の

両

端

又

は

一

端

が

公

道

、

認

定

外

道

路

又

は

私

道

の

う

ち

規

則

で

定

め

る

も

の

と

接

続

す

る

も

の

で

あ

る

こ

と

。

三

前

二

号

に

掲

げ

る

も

の

の

ほ

か

、

規

則

で

定

め

る

要

件

を

備

え

る

も

の

で

あ

る

こ

と

。

２

前

項

の

規

定

に

よ

る

も

の

の

ほ

か

、

区

長

が

公
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益

上

必

要

が

あ

る

と

認

め

た

と

き

は

、

私

道

の

整

備

に

係

る

助

成

金

を

交

付

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

第

四

条

区

は

、

私

道

の

整

備

（

第

二

条

第

二

号

ウ

（

整

備

の

要

件

）

及

び

エ

に

規

定

す

る

整

備

に

限

る

。

次

項

に

お

い

第

四

条

区

が

整

備

を

行

う

こ

と

が

で

き

る

私

道

て

同

じ

。

）

を

受

け

よ

う

と

す

る

者

の

申

請

に

基

は

、

次

の

各

号

に

掲

げ

る

要

件

を

備

え

た

私

道

と

づ

き

、

前

条

第

一

項

各

号

に

掲

げ

る

要

件

（

第

二

す

る

。

条

第

二

号

エ

に

規

定

す

る

整

備

に

あ

つ

て

は

、

同

一

幅

員

が

一

・

二

メ

ー

ト

ル

以

上

で

あ

る

こ

項

第

一

号

及

び

第

二

号

に

掲

げ

る

要

件

）

を

満

た

と

。

す

場

合

に

は

、

予

算

の

範

囲

内

で

、

整

備

を

行

二

両

端

又

は

一

端

が

公

道

、

認

定

外

道

路

若

し

い

、

そ

の

整

備

に

要

し

た

費

用

の

全

額

を

負

担

す

く

は

私

道

の

う

ち

規

則

で

定

め

る

も

の

と

接

続

る

こ

と

が

で

き

る

。

す

る

も

の

で

あ

る

こ

と

。

２

前

項

の

規

定

に

よ

る

も

の

の

ほ

か

、

区

長

が

公

２

前

項

の

規

定

に

よ

る

も

の

の

ほ

か

、

区

長

が

特

益

上

必

要

が

あ

る

と

認

め

た

と

き

は

、

私

道

の

整

に

公

益

上

必

要

が

あ

る

と

認

め

た

私

道

に

つ

い

て

備

を

行

い

、

そ

の

整

備

に

要

し

た

費

用

の

全

額

を

は

、

区

は

、

整

備

を

行

う

こ

と

が

で

き

る

。

負

担

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

（

整

備

の

方

法

）

第

五

条

区

は

、

整

備

を

受

け

よ

う

と

す

る

者

の

申

請

に

基

づ

き

、

予

算

の

範

囲

内

で

、

整

備

を

行

い

そ

の

整

備

に

要

し

た

費

用

の

全

額

を

負

担

す

る

も

資 料
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の

と

す

る

。

（

排

水

設

備

に

係

る

助

成

）

（

排

水

設

備

に

係

る

助

成

）

第

五

条

区

は

、

公

共

下

水

道

管

理

者

が

適

当

と

認

第

六

条

区

は

、

公

共

下

水

道

管

理

者

が

適

当

と

認

め

た

私

道

の

排

水

設

備

を

新

設

し

、

又

は

改

築

す

め

た

私

道

の

排

水

設

備

を

新

設

し

、

又

は

改

築

す

る

者

に

対

し

、

そ

の

申

請

に

基

づ

き

、

次

に

る

者

に

対

し

、

そ

の

申

請

に

基

づ

き

、

次

の

各

号

掲

げ

る

要

件

を

満

た

し

、

か

つ

、

区

長

が

適

当

に

掲

げ

る

要

件

を

満

た

し

、

か

つ

、

区

長

が

適

当

と

認

め

た

場

合

に

は

、

予

算

の

範

囲

内

で

、

規

則

と

認

め

た

場

合

に

は

、

予

算

の

範

囲

内

で

、

規

則

の

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

り

助

成

金

を

交

付

す

る

こ

の

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

り

助

成

金

を

交

付

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

と

が

で

き

る

。

一

及

び

二

略

一

及

び

二

略

三

排

水

設

備

に

下

水

を

排

除

す

る

こ

と

が

で

き

三

排

水

設

備

に

下

水

を

排

除

す

る

こ

と

が

で

き

る

も

の

が

二

戸

以

上

あ

り

、

新

設

す

る

場

合

る

も

の

が

二

戸

以

上

あ

り

、

新

設

す

る

場

合

は

、

そ

れ

ら

が

直

ち

に

く

み

取

便

所

等

を

水

は

、

そ

れ

ら

が

直

ち

に

く

み

取

り

便

所

等

を

水

洗

便

所

に

改

造

す

る

も

の

と

し

、

改

築

す

る

場

洗

便

所

に

改

造

す

る

も

の

と

し

、

改

築

す

る

場

合

は

、

老

朽

化

等

や

む

を

得

な

い

原

因

で

当

該

合

は

、

老

朽

化

等

や

む

を

得

な

い

原

因

で

当

該

排

水

設

備

の

全

部

を

改

築

す

る

必

要

が

生

じ

た

排

水

設

備

の

全

部

を

改

築

す

る

必

要

が

生

じ

た

も

の

で

あ

る

こ

と

。

も

の

で

あ

る

こ

と

。

四

略

四

略

２

略

２

略
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（

助

成

金

等

の

返

還

）

（

整

備

費

等

の

返

還

）

第

六

条

偽

り

そ

の

他

不

正

の

手

段

に

よ

り

、

第

三

第

七

条

偽

り

そ

の

他

不

正

の

手

段

に

よ

り

、

第

五

条

若

し

く

は

前

条

の

助

成

金

又

は

第

四

条

の

私

道

条

の

整

備

又

は

前

条

の

助

成

金

の

整

備

を

受

け

た

者

が

あ

る

と

き

は

、

区

は

、

当

を

受

け

た

者

が

あ

る

と

き

は

、

区

は

、

当

該

助

成

金

又

は

当

該

私

道

の

整

備

に

要

し

た

費

用

該

整

備

に

要

し

た

費

用

に

相

当

す

る

金

額

の

全

部

に

相

当

す

る

金

額

若

し

く

は

当

該

助

成

金

の

全

部

又

は

一

部

を

、

そ

の

者

か

ら

返

還

さ

せ

る

こ

と

が

又

は

一

部

を

、

そ

の

者

か

ら

返

還

さ

せ

る

こ

と

が

で

き

る

。

で

き

る

。

（

委

任

）

（

委

任

）

第

七

条

略

第

八

条

略

資 料
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